別記様式第１号（第６条関係）
令和　　年　　月　　日
須崎市長　　　　様
申請者　住　　所
[bookmark: _GoBack]氏　　名　　　　　　　　　　　　
電話番号


須崎市老朽住宅等除却事業費補助金交付申請書


須崎市老朽住宅等除却事業費補助金の交付を受けたいので、須崎市老朽住宅等除却事業費補助金交付要綱第６条の規定により、関係書類を添えて下記のとおり申請します。
　申請内容の確認のために必要があるときは、不動産登記、固定資産、住民基本台帳及び戸籍台帳等に関することについて、市長が関係機関へ調査を行うこと並びに申請に係る建築物の立ち入り調査を行うことに同意します。
　なお、上記の調査も含め、土地・家屋の関係者の同意は得ております。後日に争いごとが生じた場合は私の責任において解決し、貴市には何等の迷惑をおかけしないことを誓約します。

記
	除却する住宅等の所在地
	

	除却工事費
	①　　　　　　　　　　円

	標準除却費　（木造・非木造）
　　　　　　円×延床面積（　　　　　）㎡
	②　　　　　　　　　　円

	補助金交付申請額　①又は②のいずれか少ない金額×０．８
（１，０００円未満切捨て、補助限度額１，６４５，０００円）
	　　　　　　　　　円

	申請者区分
	□ア：登記事項証明書に所有者として記録されている者（未登記の場合は固定資産税課税台帳に納税義務者として記録されている者）

	
	□イ：アの者の相続人代表者



添付書類
（１）付近見取図及び建物写真
（２）建物の登記事項証明書（家屋が未登記の場合は、土地家屋名寄帳）
（３）工事見積書の写し（内訳明細の分かるもの）
（４）高知県税及び須崎市税の滞納がないことを証明する書類
（５）戸籍謄本等の写し（上記イの場合又は上記アの場合で必要のある場合）
（６）同意書（別記様式第１－２号）（建築物の所有者又は相続人が複数である場合）
（７）除却後の跡地利用についての誓約書（別記様式第１－３号）（住宅以外の建築物を除却する場合）
（８）その他市長が必要と認める書類
【注意事項】
　住宅等を除却することにより、当該住宅等が所在する土地にかかる固定資産税額が増減する場合があります。詳しくは須崎市税務課までお問合せください。
